
公 募 公 告

下記のとおり公告に付する。

記

１ 公募に付する事項

⑴ 件 名 国際法務総合センターアジ研・法総研棟における給食施設

（食堂）の運営業者

⑵ 募集者数 １社（者）

⑶ 食堂のジャンル レストラン

２ 公募に参加する者に必要な資格に関する事項

⑴ 良質な商品及び優良なサービスを提供できる能力と実績を有すること。

⑵ 外国人を対象とした研修施設への食事提供実績を３年以上有すること。

⑶ 予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条及び第７１

条の規定に該当しない者であること。

なお，未成年者，被保佐人又は被補助人であって，契約締結のために必

要な同意を得ている者は，同７０条中，「特別な理由がある場合」に該当

する。

⑷ 国税及び地方税を完納していること。

⑸ 経営の状況及び信用度が極端に悪化していないと認められる者であり，

適正な業務の履行が確保される者であること。

⑹ 法人等（個人，法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はそ

の者，法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者，団体であ

る場合は代表者，理事等，その他経営に実質的に関与している者をいう。

以下同じ。）が，暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下

同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以

下同じ。）ではないこと。

⑺ 役員等が，自己，自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的，又は第

三者に損害を加える目的をもって，暴力団又は暴力団員を利用するなどし

ている者ではないこと。

⑻ 役員等が，暴力団又は暴力団員に対して，資金等を供給し，又は便宜を

供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持，運営に協力し，若し

くは関与している者ではないこと。

⑼ 役員等が，暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利

用するなどしている者ではないこと。

⑽ 役員等が，暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有して

いる者ではないこと。

⑾ 暴力団又は暴力団員及び⑺から⑽までに定める者の依頼を受けて公募に

参加しようとする者でないこと。

⑿ 下記４の企画案募集説明会に参加しない者は，原則として公募に参加で

きないものとするが，説明会に参加できない特段の事由がある場合には，

企画案募集説明会当日（平成２９年８月２１日（月））の午前１０時まで

に，下記３の申込先及び問合せ先まで申し出ること。

３ 応募申込み



公募に参加する者は，下記４の企画案募集説明会当日の午前１０時までに，

次の申込先に来所又は電話により申込みを行うこと。

【 申込先及び問合せ先 】

東京都府中市晴見町１丁目２６番地

国連アジア極東犯罪防止研修所

電話 ０４２－３３３－４６１２

(ダイヤルイン，担当：事務局員 植木）

【 申込受付時間 】

平日 午前９時３０分から正午まで，午後１時から同５時まで

４ 企画案募集説明会

⑴ 開催日時 平成２９年８月２１日（月）午後３時から

⑵ 開催場所 東京都昭島市もくせいの杜二丁目１番１８号

国際法務総合センターアジ研・法総研棟 厨房及び食堂内

⑶ 説明事項 業務の概要等に関する事項

５ 企画提案書等の無効

本公告に示した公募に参加する者に必要な資格のないものの企画提案書等

は無効とする。

以上，公告する。

平成２９年８月１日

国連アジア極東犯罪防止研修所事務局長 神 保 克 彦


